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１．「市町村子ども・子育て支援事業計画」の位置づけ

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
第60条では、国は子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進する
ための基本的な指針「基本指針」を定めるものとする。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
第61条で、市町村は基本指針に即して、５年を１期とする市町村子ども
・子育て支援事業計画を定めるものとする。

・すべての市町村、都道府県は、子ども・子育て支援法の基本理念、
子ども・子育て支援法の意義を踏まえて計画を作成

・市町村は、幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業
についての現在の利用状況＋利用希望を踏まえて計画を作成

（１） 国の役割

（２） 市町村の役割

（３） 基本指針（案）における計画の作成に関する事項
① 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項
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② 子ども・子育て支援の意義（考え方）について

子ども・子育て支援新制度は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く
環境の変化に対応して、子どもや保護者に必要な支援を行い、子どもの最善の
利益を基本として、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会
を実現することを目的としています。

子どもの成長においては、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎と
した情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや基
本的な生きる力の獲得、学童期における心身の健全な発達を通じて、一人ひと
りがかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯定感を
持って育まれることが重要です。子ども・子育て支援新制度は、社会全体の責
任として、そのような環境を整備することを目指しています。

子ども・子育て支援は、以上のような考え方をもとに、保護者には子育てに
ついての第一義的責任があることを前提としつつ、保護者が子育てについての
責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となるような支援を
行うものです。
地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和ら

げることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境
を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを
感じることができるような支援を目指しています。
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③ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する記載事項

基本指針（案）では、計画に記載する事項が必須記載事項と任意記載事
項に分けて定められている。

【必須記載事項】

１ 教育・保育提供区域

２ 各年度における教育・保育提供区域ごとの教育・保育の量の見込み（必要

利用定員総数）、提供体制確保の内容、実施時期

３ 各年度における教育・保育提供区域ごとの地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み、提供体制確保の内容、実施時期

４ 教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進方策等

【任意記載事項】

１ 基本計画の理念等

２ 計画の作成時期、期間、計画の達成状況の点検及び評価

３ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の

確保に関する事項

４ 児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障害

児施策の充実等、都道府県が行う施策との連携に関する事項

５ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な

雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
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２．事業計画策定までのスケジュール（予定）
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事業計画策定

調
整

第４回
子ども・子育て会議

第５回
子ども・子育て会議

第７回
子ども・子育て会議

第６回
子ども・子育て会議
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３．事業計画の構成イメージ（案）

第１章　計画の策定にあたって
　　・計画策定の趣旨
　　・計画の位置づけ・期間
　　・次世代育成支援後期行動計画の成果と課題
　　・本市の子ども・子育てを取り巻く状況　　　　　　など

第２章　計画の基本的な理念・考え方について
　　・計画の基本理念、基本方針
　　・計画の基本目標
　　・計画の体系　　　　　　など

第３章　子ども・子育て支援の取組・事業
　　基本目標における施策の方向、実施事業
　　　・基本目標Ⅰ　○○○○○○○
　　　 　　・
　　　 　　・

第４章　各教育・保育提供区域における実施計画について
　　各教育・保育提供区域における５か年の需給計画
　　　・教育・保育提供区域の設定
　　　・幼児期の教育・保育の量の見込み、確保の内容、実施時期
　　　・地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保の内容、実施時期
　　　・幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容

第５章　計画の推進体制について
　　計画の達成状況の点検及び評価

第４～５回
子ども・子育て会議

第４～５回
子ども・子育て会議

第５～６回
子ども・子育て会議

第５～６回
子ども・子育て会議



 ◎安全で快適な住環境の整備を進める

 ◎市民の移動を円滑にする道路整備を進める

 ◎市民に親しまれる公園、緑地を整備する

 ◎交通安全の啓発と安心事業を実施する

 ◎安心して暮らせるまちづくりを支援する

 ◎学校や地域社会で人権教育を進め、市民の人
   権問題解決への行動意識を高める

 ◎市民とのコミュニケーションを図り、地域社
   会づくりを推進する

 ◎市民との適切な役割分担の基に、地域の特性
   を活かしたまちづくりを進める

 ◎民間事業者が積極的に投資できる環境が整う

 ◎母性並びに乳幼児等の健康及び育児への支援
   に努める

 ◎休日・夜間に医療の提供をする

 ◎市社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の
   団体の活動を支援し、地域住民や関係者の積
   極的な参加や相互協力のもとに地域福祉を充
   実させる

 ◎福祉対象者に各種手当給付、福祉医療助成の
   事業を行うことにより、経済的基盤を安定さ
   せる

 ◎母子家庭及び寡婦が安定した生活を確保する

 ◎障害のある児童の療育、保護者の相談・援助
   を行う
 ◎人材の確保・活用、備品の整備・管理などを
   通して教育環境の向上を図るとともに、子ど
   もたちの健やかな成長と安全の確保に努める

 ◎子どもが健やかに育つ環境を整える

 ◎母性並びに乳幼児等の健康及び育児への支援
   に努める

 ◎市民が芸術・文化活動を行えるようにする

 ◎郷土の歴史や自然に対する知識や理解を深め
　 、郷土を大切にする心や科学する心を育み、
   よりよいまちづくりや未来を考える場を提供
   する

 ◎市民が体力や年齢、目的に応じてスポーツに
   親しむことができるようにする

 ◎子どもが本に親しみ、心を育む環境を整える

 新しい時代をたくましく切り拓
 いていく子どもを地域全体で育
 てるまち

 子どもが心身ともに健やかに育つ

 児童・生徒が社会人となるため
 の基礎が培われる

 子どもも大人も、みんな一人ひ
 とりが光るまち

 一人ひとりの人権が尊重され、
 誰もが個性と能力を発揮できる

 市民主体でまちづくりが行われる

 働きやすい環境になる 子育てしながら働きやすいまち

 子どもが豊かな心と健やかな体
 で、様々な体験をできるまち

 市民が生涯を通じて学習、スポ
 ーツ活動に取り組める

 市民の芸術・文化活動が高まる

 まわりの愛情に育まれ、親子が
 健やかに生活できるまち

 妊娠から出産まで安心して快適
 に過ごし、いきいき子育てでき
 、子どもが心身ともに健やかに
 成長できる

 親子が安心して医療を受けられる

 すべての家庭が自立することを
 応援するまち  市民が自立した生活を送れる

 地域で福祉活動が活発に展開さ
 れる

 安全で安心に生活できるまち  市民が安全に日常生活を送れる

 楽しい子育てを支援する環境の
 整ったまち

 快適に暮らせる生活基盤が整う

基本目的 行動目標（基本目標） 任務（施策の方向）

【参考】現行計画（次世代育成支援後期行動計画）の体系
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子どもの人権を尊重する視点 男女共同参画推進の視点 社会全体で子育てを支援する視点

楽しい子育てを支援する環境の
整ったまち

安全で安心に生活できるまち

子どもも大人も、みんな一人ひ
とりが光るまち

まわりの愛情に育まれ、親子が
健やかに生活できるまち

すべての家庭が自立することを
応援するまち

子育てしながら働きやすいまち

子どもが豊かな心と健やかな体
で、様々な体験をできるまち

新しい時代をたくましく切り拓
いていく子どもを地域全体で育
てるまち

快適に暮らせる生活基盤が整う

市民が安全に日常生活を送れる

一人ひとりの人権が尊重され、
 誰もが個性と能力を発揮できる

働きやすい環境になる

妊娠から出産まで安心して快適
に過ごし、いきいき子育てでき
、子どもが心身ともに健やかに
成長できる

市民主体でまちづくりが行われ
る

市民の芸術・文化活動が高まる

子どもが心身ともに健やかに育
つ

親子が安心して医療を受けられ
る

地域で福祉活動が活発に展開さ
れる

市民が自立した生活を送れる

障害のある人の自立と社会参加
を促進する

児童・生徒が社会人となるため
の基礎が培われる

市民が生涯を通じて学習、スポ
ーツ活動に取り組める

安全で快適な住環境の整備を進める

市民の移動を円滑にする道路整備を進める

交通安全の啓発と安心事業を実施する

市民に親しまれる公園、緑地を整備する

安心して暮らせるまちづくりを支援する

学校や地域社会で人権教育を進め、市民の人権問題解決
への行動意識を高める

市民との適切な役割分担の基に、地域の特性を活かした
まちづくりを進める

市民とのコミュニケーションを図り、地域社会づくりを
推進する

民間事業者が積極的に投資できる環境が整う

母性並びに乳幼児等の健康及び育児への支援に努める

休日・夜間に医療の提供をする

市社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の団体の活動
を支援し、地域住民や関係者の積極的な参加や相互協力
のもとに地域福祉を充実させる

福祉対象者に各種手当給付、福祉医療助成の事業を行う
ことにより、経済的基盤を安定させる

障害のある人の自立と社会参加を促進する

母子家庭及び寡婦が安定した生活を確保する

障害のある児童の療育、保護者の相談・援助を行う

人材の確保・活用、備品の整備・管理などを通して教育
環境の向上を図るとともに、子どもたちの健やかな成長
と安全の確保に努める

母性並びに乳幼児等の健康及び育児への支援に努める

子どもが健やかに育つ環境を整える

市民が芸術・文化活動を行えるようにする

郷土の歴史や自然に対する知識や理解を深め、郷土を大
切にする心や科学する心を育み、よりよいまちづくりや
未来を考える場を提供する

子どもが本に親しみ、心を育む環境を整える

市民が体力や年齢、目的に応じてスポーツに親しむこと
ができるようにする

≪　基　本　理　念　≫

子どもと子育てにやさしいまち四日市

≪　基　本　的　な　視　点　≫

国
の
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針
に
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け
る
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